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今月のテーマ  令和８年度税制改正大綱(一部) 
昨年１２月２６日に令和８年度税制改正大綱が閣議決定されました。今回は公表された内容のうち、中小企業の実務に影響

を及ぼすと思われる項目をピックアップしてご紹介いたします。なお、下記の内容は執筆時において法案成立前である点を

ご了承ください。 

 

１.少額減価償却資産の特例の見直し 
青色申告書を提出する中小企業者が、取得価額が３０万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、その取

得価額に相当する金額が、その事業年度の損金（＝費用）に算入されます。この特例について下表のような見直しが検

討されています。なお少額減価償却資産の取得価額の合計額が年間３００万円までが限度というのは変更ありません。 

 改正前 改正後 

従業員数 ５００人以下 ４００人以下 

取得価額 ３０万円未満 ４０万円未満 

適用期限 令和８年３月３１日まで 令和１１年３月３１日まで 

※従業員数は事業年度終了の日において常時使用する人数 

 

２.適格請求書発行事業者に係る新たな経過措置 

(１) 現行 
令和５年１０月１日からスタートした適格請求書等保存方式（以下、インボイス制度）に伴い、免税事業者から課税事業

者に移行した事業者について、令和８年９月３０日までの日が属する課税期間中は納付すべき消費税等の額を課税売

上に係る消費税額等の２割とすることができる経過措置が設けられています。 

 

(１) 改正 
今回の税制改正において、納付すべき消費税額等の額を課税売上に係る消費税額等の３割にするとともに、経過措

置の適用期限が令和１０年まで延長される見込みです。ただし、この経過措置は個人事業主に限定されたものである点

に注意が必要です。 

 

３.免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置 

(１) 現行 

令和５年１０月１日からスタートした適格請求書等保存方式（以下、インボイス制度）に伴い、免税事業者等からの課税

仕入れについて、課税仕入れに係る消費税額（以下、仕入税額）を計算する上で下記のようなルールが設けられました。

なお令和６年１０月１日以後に開始する課税期間においては、一の免税事業者から行う経過措置の適用対象となる課

税仕入れは年間１０億円以内という上限があります。 

⚫ 令和５年１０月１日から令和８年９月３０日までの期間は仕入税額の８０％ 

⚫ 令和８年１０月１日から令和１１年９月３０日までの期間は仕入税額の５０％ 

 

(２) 改正 

今回の税制改正において、経過措置の適用期間が２年間延長され、令和８年１０月１日以降の仕入税額の計算が下

記のように変更され、上限金額が年間１億円に引き下げられる見込みです。 

⚫ 令和８年１０月１日から令和１０年９月３０日までの期間は仕入税額の７０％ 

⚫ 令和１０年１０月１日から令和１２年９月３０日までの期間は仕入税額の５０％ 

⚫ 令和１２年１０月１日から令和１３年９月３０日までの期間は仕入税額の３０％ 

 

改正前

改正後

R5.10 R8.10

R10.10 R11.10 R12.10 R13.10

８０％控除 ５０％控除

３０％控除８０％控除 ５０％控除７０％控除
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